
　予防接種法に基づき、高齢者の肺炎球菌感染症および帯状疱疹の定期予防接種を実施します。定期予防接種の
接種機会は、生涯で1度限りです。希望者は、制度内容やワクチンの効果をよく確認の上、接種をご検討ください。

■高齢者の肺炎球菌感染症（沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン）　
接種時に市内に住民登録があり、過去に20価および23価の肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことが

ない次のいずれかに該当する人
　①満65歳の人
　　（接種期間：65歳の誕生日～66歳の誕生日を迎える前日まで）
　②満60～64歳の人で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に
　障害があり、身体障害者手帳１級をお持ちの人

　①：65歳になる前月に案内文と予診票を送付します。
　②：令和８年3月末に案内文と予診票を送付しました。

3,500円/回　※生活保護世帯の人は無料
１回
県内実施医療機関（市内実施医療機関は次のページのとおり）

予診票、本人確認書類（マイナンバーカードなど）、自己負担金3,500円

対象

予診票の送付

接種回数

持ち物
実施医療機関

自己負担額

■高齢者の帯状疱疹
　【乾燥弱毒生水痘ワクチン（生ワクチン）・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（不活化ワクチン）】　

接種時に市内に住民登録があり、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがない次のいずれかに
該当する人

　①令和８年度中に65歳になる人（年度末年齢）
　②満60歳～64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があり、身体障害者手帳１級をお
　持ちの人

　③経過措置として令和８年度中に、70、75、80、85、90、95、100歳になる人（年度末年齢）
令和８年３月末に案内文と予診票を送付しました。
生ワクチン：3,000円/回　
不活化ワクチン：7,000円/回　※いずれも生活保護世帯の人は無料
生ワクチン：１回
不活化ワクチン：2回
県内実施医療機関（市内実施医療機関は次のページのとおり）

予診票、本人確認書類（マイナンバーカードなど）、自己負担金3,000円または7,000円

▷不活化ワクチンを接種する人は、１回目の接種から２カ月の間隔が必要となるため、原則として、令和９年
１月末までに１回目の接種を終えてください。

　なお、令和９年４月以降に接種をすると任意接種となるため、全額自己負担となります。
▷１回目に不活化ワクチンを接種した人には２回目の予診票をお送りしますので、次の二次元
　コードから申請または健康推進課健康増進グループへご連絡ください。

対象

予診票の送付

接種回数

持ち物
その他

実施医療機関

自己負担額

おとなの予防接種
健康推進課健康増進グループ（あいあい）　　84－3316

定期予防接種

問合先
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　市では、任意の予防接種について、市内に住民登録がある対象者に予防接種費用の助成を行っています。
※接種にかかる費用は、医療機関によって異なります。医療機関に確認してください。

■市内の実施医療機関（50音順）
接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
自身の健康状態を把握してもらっているかかりつけ医で予防接種を
受けましょう。

肺炎球菌感染症
沈降20価肺炎球菌結合型
ワクチンまたは23価肺炎
球菌莢膜ポリサッカライド
ワクチンに限る

乾燥弱毒生水痘ワクチン
（生ワクチン）

過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことが
ない昭和37年４月２日以降生まれで、接種時に
満50歳以上の人（満60～64歳の定期接種の対
象者は除く）

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
（不活化ワクチン）

帯状疱疹

3,000円/回

4,000円/回

11,000円/回

１回

１回

２回

ワクチンの種類対象疾患 対　象 助成回数 助成限度額

助成の対象となる接種期間
　４月１日（水）～令和９年３月31日（水）
実施医療機関　全国実施医療機関
■市内で接種する場合
　助成金の申請は不要です。医療機関が定めている
接種料金から市の助成額を差し引いた額を医療機
関にお支払いください。

■市外で接種する場合
　医療機関で一旦接種費用全額を支払い、市に助成
金の申請をした後、口座へ振り込みます。申請書な
ど必要書類をお渡ししますので、接種前に健康増進
グループへご連絡ください。
助成申請期限　令和９年３月31日（水）

あのだクリニック

落合小児科医院

かつき内科

亀山回生病院

亀山市立医療センター

亀山透析クリニック

川口整形外科

こばやし内科・呼吸器内科クリニック

さかえ整形外科

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

豊田クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

ハッピー胃腸クリニック

皮ふ科　野内クリニック

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

みえ在宅・内科クリニック

みずほ台クリニック

宮村産婦人科

阿野田町

東台町

東町一丁目

東御幸町

亀田町

羽若町

野村四丁目

亀田町

栄町

栄町

天神二丁目

西丸町

南野町

長明寺町

能褒野町

本町二丁目

南崎町

アイリス町

野村三丁目

川合町

本町三丁目
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医療機関名 所在地 電話番号
定期接種（Ｂ類）

肺炎球菌
（20価）

帯状疱疹
（生ワクチ
ン）

帯状疱疹
（不活化ワ
クチン）

肺炎球菌
（20価）

肺炎球菌
（23価）

帯状疱疹
（生ワクチ
ン）

帯状疱疹
（不活化ワ
クチン）

任意予防接種の費用助成

過去に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことが
ない人、または前回の接種から５年以上経過した
人で、病気や治療のために医師が接種を必要と認
めた人（医師意見書の添付が必要。20価肺炎球菌
予防接種者および定期接種の対象者は除く）

任意予防接種の費用助成
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